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個人情報ファイル簿（単票）                  【課名・係名】健康推進課業務係 

個人情報ファイルの名称 休日急患診療所電算システム 

行政機関等の名称 立川市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
立川市休日急患診療所における、患者のレセプトデータを管理

するため 

記録項目 

１住所、２氏名、３生年月日、４性別、 

５社保・国保・後期高齢者医療資格、６公費負担状況、７病名、

８処方、処置、検査情報 

記録範囲 立川市休日急患診療所の受診者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）立川市行政管理部文書法政課 

（所在地）〒190-8666 立川市泉町 1156 番地の 9 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月 23 日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）              【課名・係名】健康推進課母子保健係 

個人情報ファイルの名称 妊産婦・新生児訪問台帳ファイル 

行政機関等の名称 立川市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
初回・再訪問記録、訪問後のフォロー状況等を総合的に管理す

ること、効果的な活用につなげるため 

記録項目 

１住所、２世帯、３氏名、４生年月日、５初回訪問記録、 

６再訪問記録、７保健師（地区担当）記録、８医療・診療記録、 

９フォロー記録等 

記録範囲 妊産婦・新生児訪問の対象者 

記録情報の収集方法 本人、訪問者（保健師・助産師）、医療機関等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）立川市行政管理部文書法政課 

（所在地）〒190-8666 立川市泉町 1156 番地の 9 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月 23 日 



3 

個人情報ファイル簿（単票）                【課名・係名】健康推進課母子保健係 

個人情報ファイルの名称 乳幼児健康診査等対象者名簿ファイル 

行政機関等の名称 立川市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
乳幼児健康診査等の記録等を総合的に管理すること、効果的な

活用につなげるため 

記録項目 

１受診日、２氏名（漢字・カナ）、３生年月日、４年齢（月齢）、

５居住地区（町）、６支援理由、７個別援助記録、 

８フォロー記録等 

記録範囲 乳幼児健康診査等の対象者 

記録情報の収集方法 
本人、乳幼児健康診査従事者（医師・歯科医師・視能訓練士・

臨床心理士等） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）立川市行政管理部文書法政課 

（所在地）〒190-8666 立川市泉町 1156 番地の 9 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月 23 日 



4 

個人情報ファイル簿（単票）                【課名・係名】健康推進課母子保健係 

個人情報ファイルの名称 乳幼児健康診査未受診者名簿ファイル 

行政機関等の名称 立川市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
乳幼児健康診査未受診者の受診勧奨等を総合的に管理するこ

と、効果的な活用につなげるため 

記録項目 

1 健診対象月、2 氏名、3生年月日、4 居住地区（町）、 

5 在園状況、6 受診期限、7受診勧奨記録、 

8 子ども家庭支援センター連携記録、9 未受診アンケート記録、

10 対応集計・状況把握内訳等 

記録範囲 乳幼児健康診査未受診者 

記録情報の収集方法 本人、乳幼児健康診査担当者（保健師）、保育園・幼稚園等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）立川市行政管理部文書法政課 

（所在地）〒190-8666 立川市泉町 1156 番地の 9 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月 23 日 



5 

個人情報ファイル簿（単票）    【課名・係名】健康推進課・保健指導係・保健事業係・母子保健係 

個人情報ファイルの名称 個別援助活動相談記録票ファイル 

行政機関等の名称 立川市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 

個別援助活動の一連の過程を記録し、他のサービス提供者との

情報共有や事業の継続性、一貫性に寄与すると共に事業の評価

や個別援助活動の評価及び質的向上の資料とするため 

記録項目 

１相談者氏名、２対象者、３生年月日、４住所、５相談記録、

関係機関記録（主訴｟状況及び観察したこと｠、対応｟援助内

容・合意事項等｠・その他特記事項） 

記録範囲 個別援助活動の必要なケース 

記録情報の収集方法 本人、家族、援助者等、関係機関等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）立川市行政管理部文書法政課 

（所在地）〒190-8666 立川市泉町 1156 番地の 9 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月 23 日 



6 

個人情報ファイル簿（単票）                【課名・係名】健康推進課予防検診係 

個人情報ファイルの名称 健康管理総合データファイル 

行政機関等の名称 立川市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
予防接種情報や健（検）診情報、保健情報等を総合的に管理す

ること、効果的な活用につなげるため 

記録項目 

１住所、２氏名、３生年月日、４国保・後期高齢者医療資格、

５生活保護受給状況、６個人住民税課税状況、７予防接種情報、

８健（検）診情報、９保健情報 

記録範囲 予防接種、各種健（検）診の対象者 

記録情報の収集方法 本人、法定代理人、事業実施事業者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）立川市行政管理部文書法政課 

（所在地）〒190-8666 立川市泉町 1156 番地の 9 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年３月 23 日 



7 

個人情報ファイル簿（単票）                【課名・係名】健康推進課地域支援係 

個人情報ファイルの名称 立川市健康ポイント事業参加者等情報（第 2次） 

行政機関等の名称 立川市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉保健部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 
事業参加者登録、ポイント等管理、通知、抽選当選者賞品発送

等令和５年度たちかわ健康ポイント事業を実施するため 

記録項目 
１住所、２氏名、３生年月日、４性別、５電話番号、６メール

アドレス、７ニックネーム、８活動状況、 ９抽選当選状況、 

記録範囲 令和５年度たちかわ健康ポイント申込者 

記録情報の収集方法 

本人（参加申込、アプリ及び歩数計マイページ上での入力、窓

口・電話等での聞き取り内容等を委託事業者及び市が入力）委

託事業者、健康マイレージ 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
なし 

記録情報の経常的提供先 委託事業者 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）立川市行政管理部文書法政課 

（所在地）〒190-8666 立川市泉町 1156 番地の 9 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☐有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月 25 日 


